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○

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日
文
部
科
学
省
令
第
二
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条

第
二
条

２

法
第
二
条
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
倍

２

法
第
二
条
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
浮

精
度
浮
動
小
数
点
演
算
を
毎
秒
四
百
ペ
タ
回
以
上
実
行
す
る
能
力

動
小
数
点
演
算
を
毎
秒
十
ペ
タ
回
以
上
実
行
す
る
能
力
を
有
す
る

を
有
す
る
超
高
速
電
子
計
算
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
と
す
る

超
高
速
電
子
計
算
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
と
す
る
。

。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
六
条
に
基
づ

き
作
成
さ
れ
た
、
令
和
二
事
業
年
度
以
降
に
係
る
実
施
計
画
に
つ

い
て
適
用
す
る
。
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	○　特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則（平成十八年六月二十六日文部科学省令第二十八号）

